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パーリ&ミーンズ『近代株式会社と私有財産』

批判の方法的視点

一←「所有と支配」論争との関わりで
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はじめに

巨大株式会社あるいは現代の資本主義におけ

る「所有と支配」をめぐる論争史は，マルグス

経済学にとっては「経営者支配」論との論争の

歴史であったと言っても過言ではない。有井行

夫氏の適切な要約によれば，r経営者支配」論と

は以下の二つの主張を理論内容の骨格とするも

のである。

「第一に，非所有経営者の行動が所有者すなわ

ち株主一般の制約から自立化しつつあること，

第二に，このことは資本制企業の本質的性格に

ついて階級中立的なものへの変質を意味するこ

とJl)。

本稿では， とりあえず第一の主張を「経営者

支配」現象論，第二の主張を「階級中立化」論

と呼ぶことにするが， こうした内容を持つ「経

営者支配」論に対して，マルクス経済学者ば繰

り返し厳しい批判を行ってきた。批判点は，主

に個別企業における大株主や金融機関の支配，

独占段階の資本主義社会における金融資本の支

配を対置するものであった。そこでは， r経営者

支配」現象は仮象に過ぎず， r階級中立化」は現

1) 有井行夫 ir所有にもとづく支配Jと「資本の

人格化.i-r現代巨大企業における所有と決定」

問題によせて J a駒沢大学経済学論集』第 17

巻第 2号， 1985年)58頁。

望

実に合致しないとされてきた。この批判は，現

代における金融寡頭制の構造を明らかにする上

で大きな成果を挙げてきたが，r経営者支配」論

は衰えを見せず，むしろ株式保有構造や企業金

融の変化と結び付いて様々なタイプのものが派

生してきている。これに対してマルクス経済学

の金融資本論も新たな展開を模索しているが，

そこでは貴重な成果とともに，論争の性格に関

わるような，看過し難い問題点も生じているよ

うに思われる。しかも，私見によれば，その問

題点は，一般に「経営者支配」論の元祖とされ

ている A=A=ノミーリ Jr.& G=C=ミーンズ

『近代株式会社と私有財産.~ 2) に対する不正確

な理解に起因するところ大なのである。

本稿は，論争の到達点及び問題点と対比して，

ミーリ&ミーンズの問題意識と主張を改めて浮

き彫りにするとともに，これに対してかみ合っ

た批判の方向を提示L，マルクス経済学の立場

から論争の発展に寄与することを目指すもので

ある。

2) Adolf A. Berle， Jr. and Gardiner C. Means， 

The Modern Coゆorationand Private Projう-

erty、Macmillan，New York， 1932.，北島忠男

訳『近代株式会社と私有財産.1(文雅堂銀行研究

社， 1958年〕。引用の際は，訳文を一部変更した。
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1 r所有と支配」論争の現状と問題の所在

まず，マルクス経済学者が論争にどう参加し

てきたかを概観し，その到達点と問題点を指摘

したい。

論争の出発点となった『近代株式会社と私有

財産Jは 1932年に出版されたが，その核心的内

容は，通常，以下のように理解されてきた。

株式会社の発達にともない，会社毎の株主数

の増大と最大株主の所有割合の低下，即ち株式

所有権の分散が起こる。すると株式所有に基づ

く支配が困難になり，法律的手段による支配や

少数持株による支配，そして支配株主のいない

「経営者支配」が出現する。すなわち「所有と支

配の分離」である。「経営者支配」の株式会社は，

経営者が株主のための利潤追求という責任から

解放されるので株主，従業員，消費者など諸集

団の利害を調整する「中立的テクノクラシーJと

なる。

要約すれば，医大株式会社における株式所有

の分散，支配的株主の消滅を根拠とした「経営

者支配」現象論であり， r階級中立化」論であ

る。このような通説的理解にたって， r経営者支

配J論者はこれを基本的に肯定し，マルクス経

済学者は否定してきたのである針。マルクス経

済学者による批判の要点は，少数の大株主と多

数の零細株主との二種分化が発展Lており，経

営者を代理人とした少数大株主の支配権の拡張

が生じてし、るというものであった。いわゆる「所

有に基づく支配」を基本とする金融資本の支配

という考えであり，マルクス経済学の「経営者

支配」論批判の中でも長らく主流をなしてき

た。実際， P=Mニスウィーシ _4)やv=パー

3) 株式分散からの論証は， r経営者支配」論の基

本ジェーマである。もう一つのシェーマとし

て，経営・管理技能の複雑化・専門化から論証

するものが有力であるが，本稿では触れること

ができない。

4) Paul M. Sweezy， The Present as Histoη ・
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ロ5)ば， TNEC(臨時全国経済委員会〉の調査な

rに依りつつ，アメリカにおける少数持株支配，

企業・金融機関聞の人的結合，融資関係などを

詳しく解明して八大企業集団を析出し，ノミー

リ&ミーンズや J=バ←ナム 6)に対する説得力

ある批判を行ったのである。時あたかも 1950年

代， r冷戦」下でアメリカ資本主義美化のキャン

ベーンが繰り広げられ， r経営者支配J論がその

一部として影響力を広げていたところであ

りへマルクス経済学者の反撃は大きな意義が

あったと言えよう O

しかし，第二次大戦後のアメリカや日本では，

自然人株主の二極分解とは異なる現象が顕著に

なってきた。銀行信託部，生命保険会社，企業

年金基金など機関株主の台頭である。日本の場

合は，財閥の解体，再編成の過程で，また特に

「資本自由化J措置との関連で 1970年代以降，

大企業，大銀行聞のいわゆる「株式持合し、」の

比重が高まってきた。これらをめぐって，新た

な議論が展開される。

アメリカでは， 下院の銀行・通貨委員会内に

設けられたいわゆる「パットマン委員会」が，銀

行信託部の株式保有などを明らかにして以

Essays and Reviews 0刀 Capitalism and 

Socialism， New York，1953.，都留重人監訳『歴

史正しての現代~ (岩波書応， 1954年〉。

5) Victer Perlo， The EmPire 01 High Finance， 

New York， 1957.，浅尾孝訳『最高の金融帝

国.!(合同出版， 1958年)。

6) J ames Burnham， The Managerial Revolu-

tion: What is Happening in the World， New 

Y ork， 1941.，武tJJ泰雄訳『経営者革命.!(東洋

経済新報社， 1965年)。

7) このキャンベーンについては，都留重人編

『現代資本主義の再検討H岩波書后， 1959年〕第

三編に詳しし、。また，当時の「人民資本主議」論

の諸潮流への批判として，金田重喜「し、わゆる

人民資本主義論と現代資本主義の真実J(研究

年報『経済学j第 23巻第4号， 1962年〉を参照。
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来8)，機関支配，銀行支配など様々な議論が行わ

れてきた。日本では，北原 勇氏のI"r会社それ

自体]の所有に基づ〈支配」論9)や奥村安民の

法人資本主議論10)が特に話題を呼んでいる。こ

とに北原氏の議論は"ノレクス経済学の内部か

ら提唱されたものであり， しかも「階級中立化」

論は拒否した上で、，1"会社それ自体」による所有

を介在させることによって， 1"所有に基づく支

配」と「経営者支配」現象と金融資本論を同時

に成り立たせるという巧みな構成をとってい

る。

もちろん，企業・機関投資家の所有が増大し

たとはいえ，アメリカの場合，財閥家族などの

個人所有は未だ大きな意義を持っている O しか

し，最近の企業合併運動，いわゆる M & A &

Dにおいては，機関投資家の議決権や株式売却

がキャスティングボートを握るケースも続出し

ており，自然人株主を一方的に強調するのは適

切ではなかろう 11)。

8) Commercial Banks and Their Tmst Activ-
ities : Emergi回glnfluence on the American 

Economy， Staff Rψort lor the Subcommittee 

on Domestic Finance 01 the Committee on 

E加tki日'gand Currency， House 01 Representa-

tives， Washington， 1968.，志村嘉一抄訳「銀行

集中と産業支配パットマン委員会報告』

(東洋経済新報社， 1970年〉。

9) 北原 男『現代資本主義における所有と決

定.1(岩波書居， 1984年〉。

10) 奥村宏『法人資本主義.1(御茶の水書房，

1984年〕。

11) アメリカの企業合併運動については，さしあ

たり AllenMichel and Israel Shaked， Take 

over Madness: C01porate Ameriω Fights 

B宜ck，New York， 1986.， Jeffrey Madrick， 

Taking America， New York， 1987.，竹中征夫・

久世洋一訳『企業乗取りの時代Jl(ダイヤモンド

社， 1987年)， Moira Johnston， Takeover， New 

York， 1986.，東カ訳『テイクオーパー I (竹

井出版， 1989今)，松井和夫・奥村崎一『アメリ

カの企業買収・合併 M&A&D.I C東洋経済

新報社， 1987年〉などを参照。

また， 日本の「株式持合し、」は，従来の大株

主による支配という考えに対して重大な問題を

突きつけた。いわゆる六大企業集団においては，

グループ内企業・金融機関が相互に法人大株主

となっているため，持株を最も重要な要因とし

て自然人の支配者を発見することは，大変困難

なのである。

この状況に対して，マルクス経済学で近年主

張されているのは，持株に過大な比重を置かず

に，企業問の経済的な関係を基礎としながら，持

株，人的結合などをその表現であり補強である

として，総体的に金融資本を捉えようとする方

法である。この方法は，1誰が会社を支配するか」

という，従来の論争における問題設定の狭さ自

体を批判し，圏内的・国際的な金融資本のネッ

トワークを捉えようとするものであり，また，会

社の支配者を見つけることよりも経済的な関

係，すなわち多国籍企業や多国籍銀行としての

金融資本の蓄積の論理を追求するものである。

日本では，松井和夫氏12)や t二回 慧氏13) 関下

稔氏ら 14)がここに含まれると言えよう。また，

欧米の議論では， J=スコット同が機関支配と

経済的関係重視の中間と見ることができるし，

B=ミンツ &M=シュワーツの議論16)がこの系

12) 松井和夫『現代アメリカ金融資本研究序説J
(文民堂， 1986年)，同「現代アメリカ金融資本

にかんする一考察JCW季刊経済研究』第 11巻第

2号， 1988年)など。

13) 上回 慧『転換期のアメリカ企業.1(同文舘，

1985 ~干〉。

14) 関下 稔編著『現代金融資本の諸理論.1(同文

館， 1989年〕。

15) John Scott， Coゆorations，Classes and Capi-

talism， London， 1979.，中村瑞穂・植竹晃久監

訳『株式会社と現代社会.1C文員堂， 1983年)。

16) Beth Mintz and Michael Schwartz， The 

Power Structure 01 American Business， 

Chicago， 1985.，松井和夫[現代アメリカ金融資

本研究序説』第1， 6章，関下編著前掲害第7章

の紹介による。
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統に属するものとして紹介されているo

このように，マルクス経済学において北原説

と経済的関係重視の糊流の分化は，理論的差異

としては顕著である。私見では， これは単に一

方が誤謬であると断定し難い分化であり，むし

ろ論争そのものに内在していた問題が，二つの

議論となって顕在化したものと考えられるので

ある。

第一に. I階級中立化jやこれに類する資本関

係の変質，あるいは存続の根拠をどこに求める

かということである。株式分散型「経賞者支配」

論は，株主と経営者との関係のみを本質的契機

として取り扱う。しかし，資本関係はまず生産

過程において存在が確認されるのであり，生産

過程における資本・賃労働関係の考察抜きに，資

本関係の変質あるいは存続を語り得るのであろ

うか。また，マルクス経済学の立場から「経営

者支配」論を批判する際には，このことが問題

になるはずである。ところが，従来の「所有に

基づく支配」論はもとより，北原説にあっても，

まったく看過されているのである。「経営者支

配J論にせよ，大株主や金融機関の支配にせよ，

「会社それ自体」の所有に基づく株主の制約っき

のマネジメント・コントロールにせよ，生産過

程における資本・賃労働関係は理論的射程の外

にある。にもかかわらず，資本関係の存否が語

られしてきたことに，私は問題を感じざるを得な

いのである。また， このことは経済的関係重視

の潮流が生まれる背景をなしているとも思える

のである。

第二にこの経済的関係重視の金融資本論に

ついて言えば，私も，現代の資本主義における

金融資本の運動を解明することが肝要であると

いうことに賛成である。しかし，他方で，所有

の位置づけについては疑問を禁じ得ないのであ

る。持株を過大視することなく金融資本の運動

を解明するということは，逆に言うと，持株関

係がどうであろうと金融資本の支配には変わり

ないということになる。しかし，それなら従来
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「経営者支配」論に対して大株主の支配を対置

して，金融資本の支配の証左としてきたことは

rぅ総括すべきであろうか。もともと持株とい

う所有権の存在がどこにあろうと金融資本の支

配に変わりはないとするならば，所有に固有の

問題はないのであろうか。要するに.I所有と支

配j とL、う問題設定自体が，いわば法律的観念

に捕われた誤りであって，資本「蓄積」の論理

を基礎に置く「支配」の問題として論じるのが，

マルクス経済学のあるべき態度なのかという疑

問が生じるのである。

私はこの問題に対して，あえてノミーリ&ミー

ンズ『近代株式会社と私有財産Jを再検討する

ことによって，解決の方向を探りたい。と言う

のは，1経営者支配」論の元祖とされてきたこの

著作を批判するところから，マルクス経済学に

一定のつまずきが始まっていると考えるからで

ある。あらかじめ提示しておくと，それは，資

本家的社会意識において「所有と支配の分離」と

呼ばれた現象の客観的意義弘資本家的社会意

識の古典的な構造との関わりで把握する努力の

欠落である。そして，この欠落は『近代株式会

社と私有財産Jを理解する上での三点にわたる

弱点と結合している。第ーに.I所有と支配の分

離」論の理解についての不正確さ，第二に， r近
代株式会社と私有財産Jが「階級中立化J論で

あるという単純化，そして第三に，世界大過慌

のさなかでパーリ&ミーンズがニューディー

ラーとして背負っていた歴史的課題の看過であ

る。以下，論証とともに私見を提示するが， i 

ず『近代株式会社と私有財産』の歴史的背景と

論旨の理解が次章の課題となる。

II r近代株式会社と私有財産』の論旨について

1. r近代株式会社と私有財産』の歴史的背景

『近代株式会社と私有財産』の理論構造を問題

とする本稿にとって，その歴史的背景はそれ白

体としては主たる考察対象ではない。ここでは，



理論構造を把握し損なわないために，最低限必

要なことだけを提示する O

アメリカ資本主義が 1921年以来の好況の峠

を迎えていた 1927年，弁護士にして株式会社財

務論研究者のバーリは， ロックフエラー財団が

後援する社会科学委員会から資金援助を受け，

株式会社研究のプロジェクトに取り組んだ。 i皮
は共同研究者として，ハーバード大学で経済学

を研究していたミーンズを得た。彼らの研究成

果は 1930年から 1931年にかけて発表され，こ

れが『近代株式会社と私有財産』の主要部分を

構成することになったのである。

アメリカ資本主義の永遠の繁栄とし、う幻想

は， 1929年 10月 24日のニューヨーク株式市場

における大暴落によって暗雲に覆われ，続く世

界大恐慌によって打ち砕かれた。 1932年の大統

領選挙において， F=Dニルーズヴェルト候補の

政策立案責任者 R二そーレイは，ニューディー

ル政策を作り上げるための非公式の集団である

ブレーン・トラストにノミーリを加えた。翌年，銀

行恐慌のまっただ中でルーズヴェノレト政権が誕

生すると，パーリは復興金融公社の特別顧問に

就任した。ミーンズも，初めは農務省の，続い

て国家資糠委員会のスタッフとして活躍し

tc.17)。

ニューディーラーの内部にも様々な潮流が存

在したが，巨大企業に対する態度を尺度とする

とき，大まかに二つに分けることができた。一

方は， 20世紀初頭から第一次世界大戦頃まで盛

んであった革新主義の流れを汲むものである。

17) パーリ&ミーンス、の経歴については， Berle 

& Means， op. cit.， preface.，北島訳，序文，

Arthur M. Shulesinger， Jr.， The Age 01 
Roosevelt. 1-III， Heinemann， London， Mel. 

boume， and Tronto， 1957-1961..中屋健一監

修，救仁郷繁・佐々木専三郎訳『ローズヴエノレ

卜の時代 1， IU (論争社， 1962-1963年)，正木

久司・角野信夫『パーリ(同文舘， 1989年〉を

参照。
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彼らは巨大企業を，自由競争による社会的利益

の達成を阻害して個人の自由と機会を奪うもの

とみなし，その解体と自由市場への復帰を主張

した。かつて T=ルーズヴェルト大統領の異名

とされた，トラスト・パスターの主張である。他

方は，巨大企業の出現と成長を不可逆的で必然

的なものと認め，その存在を肯定するもので

あった。彼らはトヲスト・パスターを時代錯誤

であるとして否定し，むしろ巨大企業を公共の

利益に従うように経済計画を持って制御すべき

であると主張した。パーリ&ミーンズは，この

後者に属していた18)。

このような彼らの政治的立場を，国家の経済

過程への介入を社会主義で、あるとして非難する

保守主義や，微力とはし、ぇ大恐慌下の労働運動

の中で台頭しつつあったマルクス主義と対比す

るならば，その客観的役割が浮かび上がって来

る。即ちそれは，社会改良と国家の経済介入に

よる資本蓄積の回復と，強権的弾圧よりも人民

の政治的・思想的獲得とし、う方法に重点を置い

た資本主義体制の防衛に通じていたので‘ある O

以上のことを踏まえるならば， r近代株式会社

と私有財産』についても，パーリ&ミーンズの

18) 革新主義とニューディーノレとの理念の相違

については， Richard Hofstadter， The Age 01 
Relo門町 From Bηlan to F.D.R.， New York， 

1955.，清水知久他訳『改革の時代Hみすず書房，

1967年)を参照。パーリ&ミーンズらと革新主

義者との対立については， Schlesinger ， o戸• cit.， 

よ The Crisis 01 the Old Order，救仁郷訳

『ローズヴェノレトの時代 I. I日体制の危機ふ

147-149頁， 329-331頁，ibid.， III. The Poli. 

tics 01 Upheaval， pp. 218-219.， pp 233-235.， pp. 

385-408.を参照。また，パ リは『近代株式会社

と私有財産』序文で，株式会社革命による新し

い社会経済組織は今後いっそう発達するもの

であるとして，革新主義者の L=フランダイス

を時計を逆戻りさせようとしたと批判してい

る。 Berle& Means，。戸 cit.，Preface.， p.8.， 

北島訳，序文 4-5頁。
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政治的立場に符合した改良主義の理論であり，

社会主義を否定するのみならず， I白由放任Jを

主張する古典的な資本主義弁護論をも否定する

ものではなレかとし、う仮説が導き出きれる。こ

のことは，従来の「経営者支配」論批判では十

分に考意されてこなかったことである 19)。

この仮説の是非は， w近代株式会社と私有財

産』に対する通説的理解の是非と左もに，論旨

の検討の中で確認されねばならなレ。

2. r所有と支配の分離」について

ミーリ&ミーンズは「第一篇 財産の変革」

で，まず「所有と支配の分離」について述べて

レる。

アメリカにおける株式会社制度は，事業部門

の公益的性格と必要固定資本量に規定されなが

ら発達し，経済力の集中を引き起こした。

「生産が盲目的な経済諸力によって統御され

る社会が，ひとにぎりの個人の終局的支配下で

生産が行われるような社会にとってかえられつ

つある O 巨大会社を支配する少数の人々の手中

にある経済力は巨大な力である。その力は，大

部分の人々を害することも，益することもでき，

. (中略〉……ある社会には没落を，また他

の社会には繁栄をもたらすこともできる。この

ような人々が支配する諸組織は，私的企業の領

域をはるかに超えるものとなった。 即ち，

これらの諸組織は，ほとんど社会的機関となっ

たのであるj20)。

19) 大恐慌とニューディーんという歴史的背景

に照らして， w近代株式会社と私有財産Jの執筆

意図や，その主張の合意、を解明し土うとしてい

る論文として，宮崎 昭「ニュー・ディーんと

『経営者支配論』 パ リ=ミーンズ『近代株式

会社と私有財産jを中心に J (川崎文治他編

『講座経営経済学第2巻現代資本主義と経営

学説.1， ミ字ノレヴァ書房， 1978年)を参照。

20) Berle & Means， op. cit.， p.46.，北島訳， 56 

頁。
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しばしば見落とされているが，これが彼らの

立論の土台である。

彼らは個別企業毎の株式分散について語る。

「株式会社制度では，産業的宮の所有者は，所有

権の単なる象徴を手にするに過ぎず，一方，そ

の力，つまり，過去には所有権の不可欠な部分

であった責任や実体は，その手に支配力を握っ

た人々からなる別の集団に移されつつある j21)

と言うのである。こうして「所有と支配の分離」

が導き出されるのであるが，注意すべきこ左は，

彼らが「支配」と「経営」を区別していること

である。

「見るべき支配力を持たない富の所有権，ま

た，見るべき所有権のない富の支配なるものが，

株式会社発展の論理的所産であるように思われ

る。

この機能の分離は，支配を，一方，所有権か

ら分離し他方，経営から分離した何物かとし

てわれわれに知らしめる j22)。

支配とは，バーリ&ミーンズにあっては取締

役会を選出する実際的権限のことである。これ

には五つの形態がある。第一に，ほとんど完全

な所有権による支配。第二に過半数持株支配。第

三に法律的手段(ピラミッド型，特殊な議決権

株式，議決権信託〉による支配。第四に少数持

株支配。第五に経営者支配。これは， Iその所有

権が余りにも広く分散されているので，いかな

る個人，あるいは小集団も，会社の諸活動を支

配するに十分な少数権益すら持っていないも

のj23)である。経営者支配では経営者は自己永

続体化する。

こうした分類方法によって，彼らは 1930年の

アメリカ非金融 200大会社に「所有と支配の分

離」がどの程度見られるかの実証分析を行う。そ

の結果は，会社数の 44%，会社の富の 58%が経

21) ibid.， p. 68.， ~t島訳， 85-86頁。

22) ibid.， p. 69.，北島訳， 88頁。

23) ibid.， p.84.，北島訳， 105頁。



営者支配になっているというものである。

所有と支配が分離すると，その問に利害の相

違が生じると主張される。

「もし，われわれが，私的利、潤への欲求こそが，

支配者を動かす第一の動機であると仮定すると

すれば，われわれは，支配者の諸権益は所有者

のそれと異なるものであり，そして，しばしば

根本的に対立することがあると結論せざるを得

ない。したがってまた，所有者は，利潤追求を

目的とする支配集団によって全面的に奉仕され

ることはないであろうと結論せざるを得ない。

株式会社の運営において，支配集団は，たとえ

自分たちが大量の株式を所有していても，会社

のために利潤を作り出すよりも，会社を犠牲に

して利潤を得た方が，より自らの懐を肥すこと

ヵ:でトきる J24)。

支配集団は自分自身の利益のために努めると

言うのである。

続いて「第二篇諸権利の再編成」では，パー

リ&ミーンズは， I所有と支配の分離」のもとで

株主や取締役会の権利がどのように再編成され

てきたか，またされるべきかを論じている。そ

の基本認識は，株式会社の発展が，所有者すな

わち株主の権限を弱体化させ，拠出された資本

を「支配者jの手中に引き渡すものになったと

いうことである。

ミーリ&ミーンズが挙げている例をすべて紹

介するわけにはいかないが，以下のような方法

で株主の権限は弱められる。株主が自由に取締

役を更迭する権利の消滅や満場一致の決議の必

要の排除による「企業の指揮に関する株主支配

の弱体化J。株式を現金以外の財産で払い込む際

に，財産の評価を決める経営者に自由裁量の余

地を与えることなどによる，1出資に対する州監

督の排除」。優先買受権を制限して，株主の支配

力や議決権の比例的持分を崩すという「企業に

追加資金を投資する権利の希薄化」。払込剰余金

24) ibid.， p. 122.，北島訳， 150-151貰。

を配当支払いに充当し，配当をある株主から別

の株主に富を移転させるだけのものにするなど

「配当制限についての修正」。会社契約を改正す

る権限を定款に挿入することで起こる「固定さ

れた資本構成及びそこにおける固定的地位に対

する権利の排除」。株式購入権利証を購入した投

資家が，時価より安い価格での発行請求権を行

使することによる持分比例の破壊など「企業の

将来に対する諸権利の制限J，などである。

続いて， こうした事態が株式会社に関わる参

加や収益配分といった法律的諸権限に即して考

察される。その上で，1結果としての株主の地位」

は，今や「たとえ企業の資本はおそらく何千人

もの個人から集積された拠出でできているとし

ても，株式所有者の個人的利益は，明らかに経

営者からなる支配集団の意志に服従せしめられ

ると L寸状態に，われわれは到達した」同とさ

れる。

この結果，株主は証券市場で株式を売却する

ことによって，元本払い戻しの期待を保持する

しかなくなる。株主の関心が，法律が想定して

きたような企業の資産や収益への参加ではな

く，証券市場で評価された株式の価値になって

しまったと彼らは言い，法律と現実のギャップ

を指摘するのである。

そこで，証券市場の考察が必要となり， I第三

篇 証券市場における財産Jでこれが行われる

が，紙数の関係上ここでは割愛する。

ここで注意すべきは，パーリ&ミーンズが「支

配」及び「支配者Jを独自のカテゴリーとして

考察し，これをもって所有権及び所有者に対立

するものとしていることである。つまり，対抗

関係は所有者すなわち株主と，経営者を従えた，

しばしば経営者と同一人物である「支配者」と

の聞に見いだされているのであり，通説的理解

のように所有者と経営者との聞に見いだされて

いるのではないのである。支配形態における質

25) ibid.， p. 277.，北島訳， 354-355頁。
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的な相違も，通説的理解のように「少数持株支

配」までの「所有に基づく支配」と， I経営者支

配」との間にあるのではなく， I所有と支配の一

致」と， I少数持株支配」や「経営者支配」など

様々な程度の「所有と支配の分離」との聞に存

在するのである。

3. r中立的テクノクラシー」について

「第四篇企業の新しい方向づけ」では，基本

的経済概念に対する株式会社制度の影響が取り

扱われる。

ミーリ&ミーンズの問題意識は，社会的，法

律的圧力は，株式会社が誰のために運営される

べきものとして加えられるべきかということに

ある。

彼らの言う「財産の伝統的論理」によれば，株

式会社はその所有者達，即ち株主達の利益のた

めに運営されねばならず，また，配分される利

益はすべて株主達の子に渡るべきだということ

になる。ところが現実には，第三篇まで彼らが

実例を挙げてきた通り， I支配者」が自分達の懐

へ利益を流し込んでいる。

しかし， I支配者」の諸権限は株主から信託さ

れたものに過ぎないので，やはり企業の利潤は

全体としての証券所有者に属するのである。

ただし，パーリ&ミーンズはこの論理を適用

することに疑問を持っている。それは，かつて

所有者が持っていた二つの特性，すなわち利潤

追求企業体に集積された富の危険を胃すこと

と，その企業の究極的経営と責任とを担うこと

のうち，前者は株主に残ったものの，後者は「支

配者」に属するようになったからである。株主

の財産がかつてと同じ財産であるかどうかにつ

いて，彼らは疑っているのである。

続いて彼らは， I利潤の伝統的論理」の適用に

ついて考える。この論理によれば，利潤追求の

努力と企業聞の競争が企業の効率的運営，生産

諸要素の経済的利用，社会の利益につながるの

である。そして，彼らは利潤が二つの別個の機
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能の遂行に対する報酬として働くと言う。第ー

に，個人がその富を企業内で危険にさらすため

の誘因として，第二に，個人の熟練を最高度に

働かせる誘因として。

この論理を適用するならば，資本供給に対す

る公正な報酬だけが「所有者」に対して分配さ

れ，その残余は，最も効果的な究極的経営に対

する誘因として「支配者」に配分されるべきだ

ということになる。ところが， これは「財産の

伝統的論理」の帰結と矛盾するのである。

ここで、パーリ&ミーンズはジレンマに陥る。

「財産・利潤の伝統的論理」は適用できない。彼

らは，株式会社が所有者の私的利益を追求すべ

きとも， I支配者」の私的利益を追求すべきとも

言えないのである。過去においては，所有者で

あることにより私的利益追求が正当化されてき

たのだが，それが不可能となったのである。

更に彼らは，株式会社制度の発達が，アダム二

スミス『諸国民の富J以来の基本的経済概念の

全体を適用不可能にしたと言う。私有財産は消

極的財産 特に株式及び社債-ーと積極的

財産一一設備機械，暖簾，組織など に分

かれ，富も市場価値を有する期待と大企業とに

分かれ，私企業の概念は株式会社企業の概念と

置き換えられるべきであり，個人の創意、は消滅

し，利潤動機については「財産・利潤の伝統的

論理」が適用不可能になり，競争も大企業の市

場支配のために様相を変えてしまったのであ

る。

しかも，パーリ&ミーンズはこの状態を放置

できない情勢下にある。「経済組織内での権力

は，別の分野に存在した権力に適用されたと同

じような，公共の利益の吟味に従うべきである

とする強力な主張を，全世界にわたって，激し

さは様々であるが見ることができる J26)0 Iこの

最も極端な様相は共産主義運動に現れている」

が， I厳格な資本主義国家」でも見られるのであ

26) ibid.， p.353.，北島訳， 446頁。



る。

そこでジレンマを逃れるために，彼らは以下

のような結論を下した。

「以下のことが考えられる。いや，もし株式会

社が存続すべきものとすれば，それはほとんど

不可欠のものと思われる。すなわち，大会社の

「支配』は，会社の様与な集団の多様な請求権を

平準化しながら，その各々に，私的責欲よりも

むしろ公的政策の立場から所得の一部分を割り

当てる，純粋に中立的なテクノクラシーに発達

すべきだということである J27)。

以上， I中立的テクノクラシー」論を論旨全体

の中で捉えれば，通説的理解の不正確さ，及び

本章第 l節で提示した仮説の妥当性が明らかに

なろう。

まず， I所有と支配」論争では，長い間「誰が，

何に基づいて会社を支配するか」と問題が設定

されてきた。だが，パーリ&ミーンズの問題設

定もこうだったと見るのは正確ではない。『近代

株式会社と私有財産』には，少数持株支配や経

営者支配を「戦略的地位に基づく Jとしている

箇所もあるが28にそれが主題とされてはいなレ。

彼らは， I支配」が存在することを前提に，それ

が「所有」から分離していることの重大性を問

題にしたのである。なぜなら， I所有」から分離

した「支配」は，彼らによれば社会的に認めら

れない，正当性のないものだからである。

従って，バーリ&ミーンズは， I所有と支配の

分離」に対して，強い危機意識を持って臨んで

いると理解しなければならない。披らの雪う「伝

統的論理J，社会規範，法規範，法意識，が統一

性を失っているからである。しかも，正当化さ

れない「支配Jを，世界大恐慌下の階級闘争の

高まりの中で放置しておくことは，アメリカ資

本主義そのものを危機に陥れかねないからであ

る。

27) ibid.， p. 356.，北島訳， 450頁。

28) ibid.， p. 79.，北島訳， 100頁。

彼らは「支配」の正当性を回復するために，1伝

統的論理」を放棄せざるを得なくなった。そし

て， これに代わるものとして，公共の利益のた

めに株式会社が奉仕すべきと L、う論理を打ち出

したのである。その積極的根拠は，株式会社は

社会的存在であるとし、う認識にある O こうして

f近代株式会社と私有財産Jは，明示してばいな

いものの，巨大株式会社の活動に対して，国家

が公共の利益を守るという名目で介入すること

に正当性を付与し，ニューディール政策をイデ

オロギー的に支え，それによってアメリカ資本

主義を支えたので、ある。

通説的理解においては， Iパーリ&ミーンズは

株式会社が中立化したと考えたJあるいは， I期

待したJとされてきた29)。また，このために，金

融資本の存在を否定し，資本主義を露骨に美化

する議論という「経営者支配」論の性質は， r近
代株式会社と私有財産]に源流があるものとさ

れてきた。これが不正確な理解であったことに

ついては，もはや多言を要しないであろう。

ところで，パーリ&ミーンズの言う「基本的

経済諸概念」や「伝統的論理Jは，利潤を危険

負担と経営活動の報酬と見なし，私的所有者の

自由な利益追求が社会的利益に直結すると主張

する正統的な近代経済学のものである。これは

マルクスが『資本論jにおいて「三位一体的定

式」と呼んだ，資本主義社会の「常識的」な社

会意識，及びそれを叙述するにとどまる俗流経

済学に相当するものである。「所有と支配の分

91← 

29) 例えば，宮崎義一『現代資本主義と多国籍企

業j(岩波書[，5， 1982年)第 4章第 2，3節， Paul 

Baran and Paul M. Sweezy， Moηopoly Capi-

tal， N ew Y ork， 1966.，小原敬士訳『独占資本)

(岩波書広， 1967年〕第 2章，及び『近代株式会

社と私有財産』からの引用文の翻訳における訳

者の理解，北原前掲書序章。こうした不正確さ

がパーリの問題意識を把握する障害になるこ

とを示したものとして，岩城博司『現代世界体

制と資本蓄積H東洋経済新報社， 1989年)第 10

章を参照。
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離」によって，ここに重大な変化が生まれたわ

けであるが， この現象及び社会意識の変化を引

き起こしたものは，経済的諸関係における変化

と考えねばならなL、。これを考察することが次

章の課題である。

III マルクス経済学と「経営者支配j論

1. 現実資本の人格化としての株式会社

マノレグス経済学の立場から，バーリ&ミーン

ズ理論の背後にある本質的な関係を把握しよう

とする際には，以下の点に注意して問題領域を

絞り込まねばならない。

第一に，ノミーリ&ミーンズが問題とし， ぎた

「所有と支配」論争において「所有に基づく支配

か否か」という形で問題とされてきたのは，商

品の所有，それも経済的関係と切り離された抽

象的な関係としてのそれだということである O

すなわち，商品の保護者達が互いに私的所有者

として認めあわねばならないという法的関係ま

たは意志関係それ自体である。この所有関係が

作り出す社会意識，これと一致する商品交換法，

そしてパーリ&ミーンズにおいては，r商品は物

であり，それ故人間に対して無抵抗で、あるJ30)。

しかし，商品は物神的性格を備えており，商品

経済では人と人との社会関係が物と物との関係

として現れざるを得ない。このことを踏まえる

マルクス経済学は， I諸人格の経済的扮装はただ

経済的諸関係の人格化にほかならず，諸人格は

この経済的諸関係の担い手として互いに相対す

るということを見いだすJ3l)のである。能動性

は人間の側ではなく商品の側にある。だが，ノミー

リ&ミーンズはもとよりマルクス経済学者の多

くも，ここに無自覚なまま，所有を経済的関係

と切り離して問題にしてきた。つまり， I物の人

30) Karl Marx， Das Kapital， Bd. 1， S. 99.，社会

科学研究所監修，資本論翻訳委員会訳『資本論』

第一巻〔新日本出版社〉第 1分冊， 144頁。

31) ebd.， S. 100.，邦訳，向上。
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格化J，I資本の人格化」と Lづ方法がなかった

のである。

第二に，以上のような所有観によって， I財産

形態，及び，これに基づいた経済的諸関係に生

じた根本的変化J32) を論じようとしても，この

所有関係の内容を与える生産関係が無視される

ことは当然である。実際，パーリ&ミー γズは

「会社の，労働者達や，工場組織や，生産に関す

る技術的問題等に対する関係J33) は考察しない

と，生産過程の捨象を明言してし、る。彼らの言

う「支配」とは， I大まかには『株式会社財務J

と呼ばれる領域一ーすなわち支配集団により

経営される会社と，会社に参加権を持つ人々(株

主，空士債所有者，ある程度までその他の債権者)

との関係J34) の問題である Oつまり，マルクス経

済学が考える階級支配左は異質の概念なのであ

るが，この相違も無視されがちであった。マル

クス経済学者の多くもまた，生産過程の分析抜

きに，従って「他人の，しかし形式的には自由

な労働の搾取に基づく資本主義的私的所有J35)

を考察する道を自ら閉ざしながら， I支配Jを論

じてきたので、ある36)。

第三に，パーリ&ミーンズのジレンマもまた，

この所有観を根底とする資本家的社会意識やこ

れを記述する弁護論における，物神崇拝の問題

だということである。商品の物神性は社会的諸

関係を物そのものの諸属性に転化させ，貨幣物

神は生産関係そのものを一つの物に転化させ

るoIあらゆる社会的諸形態は，それらが商品生

産及び貨幣流通をもたらす限り，この逆さまな
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32) Berle & Means， op. cit.， p. 7.，北島訳， 8頁。

33) ibid.，北島訳，同上。

34) ibid.，北島訳，同上。

35) Marx， a.a.O.， Bd. 1， S. 790.，邦訳，第一巻，

第4分冊， 1304-1305頁。

36) パーロ前掲書に生産過程分析が欠けている

ことは，金田重喜「書評。ヴィクター・パーロ

『最高の金融帝国.un経済論叢j第82巻第1

号， 1958年)が指摘してL、る。



置き換えに関与する。しかし，資本主義的生産

様式においては，そしてそれの支配的なカテゴ

リー，それの規定的な生産関係をなす資本につ

いては，魔法にかけられ，逆さまにされたこの

世界は更に一層発展するf九この転倒にそのま

まとらわれているのが，パーリ&ミーンズの「財

産・利潤の伝統的論理」であった。問題は，彼

らがこの種の観念を部分的に放棄せざるを得な

くなった理由である。

以上の三点は，多くのマルクス経済学者の「経

営者支配J論批判においても看過されてきたこ

とである3へこのことは，通説的理解の不正確さ

とともに，パーリ&ミーンズのジレンマが分析

対象としてほとんど無視されてきたことの理由

をなしている。

私見によれば， r近代株式会社と私有財産』と

の関連において重要となるのは， r資本論j第三

巻第5篇「利子と企業者利得とへの利潤の分裂。

利子生み資本」に述べられている，利子生み資

本の形態における資本関係外面化の過程であ

るO まずこれを要約的に見ておこう。

利子と企業者利得とへの利潤の分裂が起こる

と，利子は資本所有そのものに帰属すべき部分

として，企業者利得は機能資本家が企業家とし

て行う機能から発生するものとして現れる。総

利潤の二つの部分が，あたかも違った源泉から

生じるかのように独立化される。

利子生み資本は賃労働と対立せずに，企業者

利得と対立する。ここでは価値が独立した力と

して賃労働に対立することはなL、。

37) Marx， a.a.O.， Bd. III， S. 835町，邦訳，第三巻，

第 13分冊. 1447-1448頁。

38) 商品生産において生産関係が物象的関係で

あり，このことの裏面として人格的関係たる所

有関係それ自体が抽象的なものであること，後

者が「経営者支配」論では問題とされているこ

とを指摘しているのは，有井前掲論文である。

ここに挙げた三点は，有井氏の見地に学ぶとこ

ろが大きし、。

他方，企業者利得も賃労働と対立せずに，利

子とのみ対立する。それは，第ーに， ここでは

平均利潤が前提されているので，企業者利得の

率は労賃によってではなぐ，利子によって規定

されるからであり，第二に，機能資本家は企業

者利得を自己の資本所有からではなく，むしろ

非所有者としての，労働者としての，彼の諸機

能から導き出すからである。それ故，機能資本

家の頭の中では，企業者利得はそれ自身労賃で

あり，監督賃銀であると L、う観念が展開される。

このようにして，利子生み資本において，資

本関係はそのもっとも外面的で物神的な形態に

到達する。資本は，利子の，自己自身の増殖の，

神秘的で自己創造的な源泉として現れるのであ

る。

さて，問題ほ，こうした資本関係の外面化が

株式会社の発達によってどうなるかである。だ

が， これを論じるための前提として，株式会社

の概念についての私見を必要な限りで提示して

おかねばならない。

本稿で問題となるのは，株式会社における資

本家であり，所有形態としての株式会社である。

それは現実資本の人格化として把握しなければ

ならない。その際に重要なことは，諸資本聞の

競争を前提として株式会社の形成過程や信用制

度との関係を論じる場合と異なり，貨幣所有者

の出資行為から株式会社における資本家を論じ

てはならないということである。なぜなら，そ

れは人間が無抵抗の商品を所有するとし、う既述

の所有観を前提するからである。所有者が株式

会社を設立する過程ではなく，既に存在してい

る株式会社を不断に株式会社たらしめている現

実的関係が間われているのであり，これが現実

資本の人格化なのである。能動性は貨幣所有者

の側ではなく現実資本の側にある。

さて，現実資本はその運動を統一的に担う所

有者として人格化するのであるが，その際，所

有の諸契機は分裂して複数の担い手に付着する

ことが可能である。利子生み資本論で企業形態
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とは関わりなく形態規定されている，貨幣資本

家と機能資本家の分離が既にこれである。ここ

では，貨幣資本家に資本の法的所有権の契機が

付着しているが，現実資本の運動にとってこの

契機が外的なものとなっている。端的に言えば，

貨幣資本家の意志決定や行為を介さずとも，現

実資本は運動できるのである O 逆に，現実資本

の運動を保証するのは機能資本家に付着する諸

契機，またはその一部で十分だということにな

る。

更に『資本論』第三巻第 5篇第 23章では，機

能資本家からの資本機能の分離が述べられる。

「なんらかの権原のもとで資本を占有すること

は決してない単なる管理人が，機能資本家に属

するあらゆる現実的諸機能を果たすので、あるか

ら，残るのはただ機能者だけとなり，資本家は

よけいな人物として生産過程から消え失せ

るj39) のである O 管理人は資本の人格化におい

て，所有の一契機である意志行為の遂行者たる

ことをす日うのであるが，それ自体として資本家

ではない。労働力の売買を通じてのみ生産過程

に合体される，ただし資本機能を担う特殊な階

級なのである。

株式会社においても，現実資本の運動を統一

的に担う資本家への人格化がなされねばならな

い。これが， I会社それ自体」への人格化で、ある O

一方では，企業形態を捨象した論理次元で機能

資本家に付着する所有の諸契機が，株主総会を

始めとする会社機関や法人格，経営者などに分

裂して担われる O このうち，経営者は管理人に

相当する州。他方，貨幣資本家に相当するのは株

39) Marx， a.a.O.， Bd. III， S. 401.，邦訳.第三巻.

第10分冊， 658頁。

40) 現代の巨大株式会社の経営者は監督賃銀を

遥かに越える報酬を得ているし，管理労働を自

ら遂行することすら止めている場合が多く.寄

生的性格を強めていることは看過すべきでな

L 、。しかし.それは独占を始めとする必要な前

提を置いた kで考察されるべき課題であり，基

本規定と Lては管理人から出発すべきである。
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主である o r資本論』第三巻第 5篇第 27章で言

う「現実に機能している資本家の，他人の資本

の単なる管理人・支配人への転化，資本所有者

たちの，単なる所有者たち・単なる貨幣資本家

たちへの転化J41) である。株主は株式会社の利

潤を配当という形で受け取るのであるが， これ

は「資本所有の単なる報酬としてのみ受け取ら

れる J42) のであり，そのような意味で量の大小

に関わらず利子と同質なのである 43)。

以上の本質的な関係は，資本家的社会意識や

法律においては， I会社それ自体」を会社の資産

所有者とし契約の責任主体とする法技術的構

成として現れる。ただし，この法技術的構成は，

資本の人格化という観点によるのではなく，自

由な自然人所有者が無抵抗な商品を所有すると

いう所有観に基づいている。従って， I会社は株

主のもの」であることが前提とされ， I会社それ

自体」の所有は擬制であり，究極的には株主の

所有に帰着すると観念されざるを得ないのであ

る。

なお，現実資本の人格化から資本家を形態規

定する際には，株主聞の格差は前提できない。そ

れは，諸資本聞の競争や独占を前提したときに

問題になることである 44)。従って大株主を機能
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41) Marx， a.a.O.， Bd. III， S. 452.，邦訳，第三巻，

第10分冊， 757頁。

42) ebd.，邦訳，同卜。

43) 株式が擬制資本化して利回りが成立するか

否かを陪わず，資本所有の単なる報酬として受

け取られるから利子なのである。寺田 稔「マ

ノレタスの株式会社論についての一考察 u立教

経済学研究』第 24巻第 3号. 1970年)226-228 

頁を参照。

44) ['他人資本の自己資本化」説を唱える川合

郎氏と「自己資本の他人資本化」説を唱える馬

場克三氏とを中心に繰り広げられた株式会社

論争は，信用制度と株式会社との関係の解明に

道を開くなど貴重な成果を生み出したが，株式

会社における資本家規定に際して支配株主と

従属株主の分化を前提していることに関する

限り，両説ともに同意し難いのである。この前



資本家と規定してはならないのであるが，更に，

株主のみに機能資本家の資格を認める議論は，

一般に退けられねばならない。それは，所有者

が無抵抗の商品を所有するという資本家的社会

意識の視点だからである。他方，資本の運動を

担うことを理由に経営者が資本家ないし機能資

本家にあたるという議論も存在するが45)それ

では機能資本家と管理人の区Jjljが消えてしま

う。資本は単に人間になるのではなく，所有の

契機を介して人格化するということに注意すべ

きであろう。

このように整理するならば，株式会社の自律

的な運動も理解し得る。会社の資産という形で

存在する現実資本を会社資本と呼んでおくが，

これは基本形態としては産業資本として運動す

る。一方，株式は株式流通市場を前提して株式

擬制資本となる。株式会社の利潤は利子形態で

の配当と企業者利得とに分裂する 46)。株式会社

と株主の関係は，機能資本家と貨幣資本家の関

係と同様の競争・対抗関係である。同時に， I会

社は株主のものJという観念が資本家的社会意

識に不可欠のものである以上，株主総会が消滅

提から，無機能資本家に対する機能資本家とい

う区~Ijが生じて来るが，これは貨幣資本家に対

する機能資本家とはまったく異質の概念であ
り，資本の人格化の方法による形態規定に代わ

ることはできない。有井行夫rr所有と機能の分

離』と機能資本家規定J(東京都立大学『経済と

経済学」第 36号， 1975年)第4節を参照。

45) 例えば柴垣和夫九、わゆる法人資本主義につ

いての覚書Jcr社会科学研究J第33巻第 5号，

1981年，第6号， 1982年〉。

46) 利潤の全額配当を株式会社の一般的なあり

方として考察する議論や，いわゆる創業者利得

を企業者利得が転化したものとする議論は数

多い。いずれも，会社資本を自律的な運動主体

することはあり得ず，株式会社と株主の競争・

対抗関係によってその権限の強弱が左右される

と考えられる。ここに，会社の自律性や「経営

者支配」現象が生じてくる根拠があり，また，会

社の絶対的な白律や完壁な「経営者支配」など

あり得ないことの根拠があるのである。

では，このような株式会社において資本関係

外面化はどうなるか。手がかりとなるのは， r資
本論J第三巻第5篇第 23章における， I労働者

の側で協同組合が，ブルジョアの側で株式企業

が発展するにつれて，企業者利得を監督賃銀と

混同するための最後の口実もよりどころを奪い

去られ，実際的にも，利潤は，理論的に否定し

得ないもの，すなわち単なる剰余価値，何の等

価物も支払われない価値，実現された不払い労

働として現れたJ47) という記述であるc このこ

との論証については，協同組合工場と株式企業

の利潤が監督賃銀と関わりなく計上されている

ことと，監督賃銀が熟練労働に対する労賃と同

程度に下がることが併記されており，かと思う

とこの記述の後では監督賃銀を名目とした詐歌

の例が述べられていて，議論の余地があると思

われる。 Lかし重要なことは，既述のように

株式会社では機能資本家の資本機能が非所有の

管理人に移っていることと，自然人の機能資本

家が木在となり， I会社それ自体」が成立してい

ることである。前者により，企業者利得と監替

賃銀は分離せざるを得なし、。また後者により，自

然人の機能資本家に企業者利得を帰属させるべ

くもない制。この関係が，様々な具体的条件の下

で企業者利得を剰余価値として顕在化させるの

である。

以上が，本稿で重要となる理論的前提である。

これに立脚して，パーリ&ミーンズの議論に即

として認めないことからくる誤りである。な 47) Marx， a.a.O.， Bd. III， S. 403.，邦訳，第二ミ巻，

お，この種の議論が自説の根拠とする『資本論J 第10分冊.660頁。

の記述や， ヒノレファディング『金融資本論』に 48) 正確に言えば，前者は機能資本家からの資本

おける株式会社論を検討する必要があるが. ~Ij 機能の分離によって，企業形態とは関わりなく

稿に委ねざるを得ない。 生じる。後者は，株式会社に固有なことであるO
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した批判を行うのが次節の課題である。

2. マルクス経済学と『近代株式会社と私有財

産』

まず，バーリ&ミーンズが株式会社における

所有者を誰と考えているかを確認しよう。彼ら

は株式会社の法的構造について，出資者全員有

限責任制度と法人格を備えていること，会社資

産についての権隈ほ株主にはなく，会社に帰属

させられていること，しかし，集団としての株

主は，その参加権を通じて，全会社資産，及び

会社の全利潤に対して権利があるとされている

ことを説明し株式会社の所有者は株主である

としている酬。これは，自然人所有者が無抵抗の

商品を所有するという観点であり，ブルジョア

理論としては正統的なものと言える。

続いて，彼らが述べるアメリカの株式会社発

展史にそって考えよう。ここでは，概念的把撮

における株式会社と株主の関係がそのまま実現

しているわけではない。歴史的には，株式会社

は，株主の会社資産と収益に対する権利が持分

比例的に保証されたものとして出発する。この

時点では，会社資本は株主にとって無抵抗に見

え，会社資本の企業者利得が株主に対立する独

自のものとして現れることはない。資本家的社

会意識は，従ってノミーリ&ミーンズも，会社資

本や企業者利得を「株主のもの」と安んじて見

なし得るのである。

しかし，やがて資本の集積・集中が進み，そ

の結果，生産の社会化が進展し，更に一層の集

積・集中が資本にとって必要とされて来る。パー

リ&ミーンズの表現では，回定資本量が増大し，

公益的性格の強くない部門まで株式会社制度が

広がってくるということになる。このことに

よって事態が変化するが， これは二つの次元で

捉えなければならない。

ミーリ&ミーンズが観察したのは明らかに独

占段階の事象であるが，まず独占を捨象すると，

株式会社の本来的特質が次第に現れてくる。資

本蓄積が進むにつれて，産業資本である会社資

本の蓄積にとって，株主の持分比例的な権利が

極措となってくる。会社資本にとっては配当は

費用でしかないし，重要事項に関する株主全員

一致の必要や契約の変更不可能などは機動的な

企業活動の障害になるからである。かくして，会

社資本の自律的運動，取締役会の権限強化と株

主の権限弱化の傾向が生じる。株主の側でも，会

社資本の蓄積が障害なく進行する限り，配当に

加えて，株式流通市場での売却によるキャピタ

ル・ゲインを得る可能性が高まるので，持分比

例的な権利が弱化しても株式会社は発達し続け

られるのである。

更に，独占段階を前提するとどうであろうか。

銀行と産業の融合・癒着たる金融資本が成立し，

巨大株式会社もその一分肢として運動するよう

になる。富と所得は世界的規模で集積され，ひ

とにぎりの集団の手中に握られている。「商品生

産は従来どおり『支配』しており，経済全体の

基礎と考えられているとはし、ぇ，実際にはそれ

は既に損なわれ，主要な利潤は金融的術策の『天

才』の手に帰するような状態にまで，資本主義

の発展が進んだj50) のであり，今や「少数者の手

に集積されて事実上の独占を共有している金融

資本は，会社の創立，有価証券の発行，国債，等々

から，巨額の Lかもますます増大する利潤を

引出し，金融寡頭制の支配をうちかため，社会

全体に独占者への貰ぎ物を課しているj51) ので

ある。個別の巨大株式会社が様々な結合を通じ

て金融資本の一分肢として運動すること，これ

を，個別株式会社について，また「支配者j，経

営者，株主という，資本の側の階級内部で、の対

50) ヴヱ Z イ二レーニン『資本主義の最高の段階

としての帝国主義.IC副島種典訳，国民文庫)， 35 

49) Berle & Means， op. cit.， pp.120-121.， p 頁。

334.，北島訳， 148-149頁， 424-425頁。 51) 同上， 70頁。
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抗関係についてのみ見たものが，パーリ&ミー

ンズの言う「支配」である。金融寡頭勢力であ

る「支配者」は，取締役会の権限を強化すると

いう方法によって株式会社の利潤を手中に収

め， I支配者」にあらざる株主の権利を剥奪し，

自らの利益を追求する。この場合，金融寡頭勢

力たる「支配者」の支配は，現象的には株主一

般に対する取締役会の権限強化，持分比例l的権

利の剥奪として現れざるを得ないのである。今

や社会的生産は私的所有の狭い基盤と衝突して

いるのであるが， これは金融資本の価値増殖に

とって私的所有権の神聖視が桂槍化するという

ことに現れる。私的所有権は部分的に踏みにじ

られてL、く。

すると，資本家的社会意識において株式会社

の企業者利得の帰属が問題化する。いまや金融

寡頭勢力， I支配者」の手中に収まる企業者利得

は，バーリ&ミーンズの「伝統的論理」によっ

て， I富を危険にさらし，企業活動を行ったこと

に対する報酬Jと強弁しょうがない。仮に「財

産の論理」に従い，所有者が富を危険にさらし

た報酬とすれば，株主は企業活動を行っていな

いので「利潤の論理」が成立しなし、。他方， I利

潤の論理」を立てて「支配者」が企業活動を行っ

た報酬とすれば， I支配者Jは株主の所有権を踏

みにじっているので「財産の論理」に反するの

である。これを，マルクスが「三位一体的定式」

と呼んだ観念に照らして言えば，株式会社の企

業者利得が一一ここでは同時に金融資本の手

中に収まるそれなのであるが←一企業者利得

を監督賃銀と混同する「労働一賃銀」定式でも，

「資本 利子」定式でも，もちろん「土地一地代」

定式でも神秘化され得ないということである。

こうして， I実際的にも，利潤は，理論的に否定

し得ないもの，すなわち単なる剰余価値，何の

等価物も支払われない価値，実現された不払い

労働として現れた」叫。搾取の存在を承認しない

52) Marx， a.a.O.， Bd. III， S. 403.，邦訳，第三巻，

第 10分冊， 660頁。

資本家的社会意識，古典的弁護論は混乱に陥れ

られる。

この混乱こそが，パーリ&ミーンズのジレン

マの正体である。今や資本主義発展の必然的帰

結として，私的所有の意識によって生産の敵対

的性格を糊塗していた古典的弁護論の破産が，

弁護論者自身によって宣言された。そして， I伝

統的論理」を放棄したバーリ&ミーンズは，放

棄を招いたそもそもの根拠である，経済力の集

中，株式会社の社会的性格としづ事実を，新た

な正当化の論理の積極的根拠として取り上げざ

るを得なかったのである。ひとたび株式会社の

社会的性格を承認すれば，その行動原理に社会

全体への奉仕，公共性を要求することも当然と

なる。こうして， I中立的テクノクラシーに発達

すべきJとし、う結論が導き出されてきたのであ

るO この結論の実現不可能であることについて

は次節で述べる。

かくて，社会的生産と資本主義的取得との矛

盾は，資本自身が作り出す社会意識に，生産の

社会的性格の部分的承認と私的利益追求への批

判的態度とを押し付けるに至ったのである。そ

の事態即応的な帰結は，資本主義を擁護するた

めに私的利益の追求を批判せざるを得ないとい

う，弁護論内部の矛盾である。このような変化

は，私的所有者の自由な利益追求が社会的利益

に直結すると Lづ古典的弁護論からの，著しい

「後退」と言わなければならない問。『近代株式会

53) ，経営者支配」論を社会的生産の発展に伴う

資本の矛盾の表現であり，弁護論の古典的理論

構造の後退的再編であるとするものとして，有

井行夫，w所有にもとづく支配』と『資本の人格

化H 同「現代所有論と危機論Jcr経済j1987 

年 11月号〉を参照。また， J=K=カ勺レプレイス

が， r近代株式会社と私有財産』を「古典派の体

系に対して余りにも有害なものであった」と述

べていることにも注目すべきである。 John

Kenneth Galbraith， Economiαin Perゆective，

Boston， 1987.，鈴木哲太郎訳『経済学の歴史』

(ダイヤモンド社， 1988年)283頁。
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社と私有財産』は資本家的社会意識と弁護論の

必然的な再編を表現することによって，株式会

社が発達し，かっ独占的な段階に達した資本主

義の過渡的な性格を表現していたのである。そ

して，こうした弁護論の再編は歴史的には

ニューディール政策の理念や立法に生かされ，

いわゆる「福祉国家Jのあり方に大きな影響を

与えたと考えられるのである。

以上が， w近代株式会社と私有財産Jの客観的

意義である。通説的理解のように，金融資本の

支配を看過した誤謬とし、う位置づけが内在的で

はな<，批判としても不徹底であるととは明ら

かであろう。

なお，ここで株式会社と独占という二つの契

機の関係について触れておこう。資本家的社会

意識と弁護論の再編は，理論的には株式会社の

発達だけでも起こり得る。それは，既述の『資

本論J第三巻第5篇第23章の延長上にある事態

である。従って，株式会社の本質把握において

「経営者支配J現象や「経営者支配」論の性格を

規定しようとする試みは，それとして正当と言

わねばならなL、。ただし注意すべきことは，歴

史的に現れた『近代株式会社と私有財産』ゃ「経

営者支配」論は，ほとんどが独占的な段階の資

本主義を対象としており叫，また少なくとも論

争の出発点たる『近代株式会社と私有財産Jに

おいては，独占が「所有と支配の分離」論の重

要な契機をなしているということである。すな

わち， r近代株式会社と私有財産jにおける「支

配」は，マルクス経済学の階級支配とは異質で

あるとはいえ，富と経済的権力がひとにぎりの

集団に集中されていることを示す概念として明

示されてレるのである。これはマルクス経済学

からは独占として捉えるべきであり，ここでは

54) 最近では， 19世紀のイギリス産業資本におけ

る資本の所有と機能の分離について，意識的に

取り上げた研究もある。回中章喜「産業資本の

所有と経営J(If国士館大学政経論叢J昭和 63年

第 3サ， 1988年)を参照。
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「資本の所有と資本の生産への投下との分離，貨

幣資本と産業資本あるいは生産的資本との分

離，貨幣資本からの収入だけで暮らしている金

利生活者と，企業家および資本の運用に直接た

ずさわるすべての人々との分離一一一これは資

本主義一般に固有のことである。帝国主義とは，

あるいは金融資本の支配とは，この分離が巨大

な規模に達している，資本主義の最高の段階の

ことであるJ55) と言える。株式会社とは独自に，

独占によっても，金融寡頭勢力によって私的所

有権が部分的に踏みにじられるのであり，ノミー

リ&~ーンズの「所有と支配の分離」には，と

の要因も含まれていると見なければならない。

このような独占による「支配」があるからこそ，

「経営者支配」に限られない様々な形態の「所有

と支配の分離Jが生まれるのであり， r伝統的論

理」の破産も「経営者支配」に限られない「所

有と支配の分離」の帰結なのである。従って，理

論的には「経営者支配」現象や弁護論の再編の

必然性を，株式会社の発達から理解し得ること

を確認した上で，歴史的に現れた「所有と支配

の分離」や『近代株式会社と私有財産Jについ

ては独占の作用も含めて把握し，そういうもの

として理論を発展させるべきだと考えられるの

である。

では，かくも理論的含蓄に富む『近代株式会

社と私有財産Jを， r経営者支配」論の元祖と単

純化してはならないとすれば，両者の関係はど

う整理すべきなのか。紙数の関係で詳述するこ

とができないが，簡潔に言えば， r近代株式会社

と私有財産jは，資本主義弁護論としては正直

でありすぎたのではないだろうか。所有観の問

題，後述する社会変革論の問題，そして「経営

者支配J現象の誇張を始めとする実証分析の欠

陥などがあるにも関わらず，なお資本主義の矛

盾を語りすぎていたのである。それ故，その追

随者の発展方向は， r冷戦」の激化と「福祉国家」

55) レーニン前掲書，副島訳.77頁。
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の発達と L、う条件の下で， r近代株式会社と私有

財産Jにおける私的利益追求の正当性に対する

危機感を希釈し， しばしば反マルクス主義を標

携する攻撃的な「経営者支配」論を成立させる

ことになったのである。特に『近代株式会社と

私有財産』が， I経営者支配」現象論と「階級中

立化」論を骨格とする「経営者支配」論のステ

レオタイプに変質させられていった過程で、は，

二つの点が見逃せなL、。

第一に， I所有と支配の分離」が「支配者」抜

きの「経営者支配」に棲小化された。ここでは

「支配」は所有者か経営者のどちらかに帰属する

ものとして無造作に前提され，ひとにぎりの集

団への富と権力の集中と L、う含意は抜き去られ

ているのである。

第二に， I中立的テクノクラシーに発達すべ

き」と L、う主張が，既に実現しつつある「階級

中立化」にすり替えられた。ここでは現実が美

化され，資本家的社会意識にとって「あるべき」

姿と一致させられているため，正当性の問題は

抹消されているのである問。第二次世界大戦後

56) このような変質が弁護論的性格の強化であ

ることを，ロパート=チャタフは鋭く指摘して

いる。「パーリとミーンズは所有と支配が分離

したことを不幸な出来事と考えた。ところが，

その後の著者の流れを汲む学派の人たちは，こ

れを不幸と見なすよりも，むしろアメリカ企業

制度の勝利であり，正当なものと考えた

(中略〉 ・・・バーリとミーンズは政府の介入の

ための基盤として，自分達の命題を提起したの

に対して，その趣旨がまったく反対の方向で受

け取られた。……(中略〉……アメリカのイデオ

ロギーの一つの方向ば，資本主義体制の究極の

到達点が少数独裁政治でなくて民主主義にあ

ることを信じることである。従って，経営者支

配は，所有者支配に対してむしろ民主化への歓

迎すべき方向と見るととになるoJ，Robert 

Chatov， Adolf A. Berle， Jr.: Reformer or 

Reactionary ?，正木久司「アドルア・A.バーリ

その人とその時代ー(1)(2)J a同志社商学』

第37巻第 4号， 1985年，第 5・6号， 1986年〕

のパーリ&ミーンズ自身さえ， この変質から自

由で、はなかった。さすがに「階級中立化」が達

成されたとは言わないものの，例えば 1957年に

執筆された『近代株式会社と私有財産J日本語

版への序文を見ると，合衆国の制度は「集産的

資本主義」と呼ばれ，会社権力のもたらす問題

が，経済計画，社会保障制度，所得税などによっ

て解決に向かいつつあり，帝国主義的拡張や雇

用の大変動，激烈な階級闘争はなくなった等々

の，現状肯定的色彩が強まっているのである問。

多〈のマルクス経済学者はこの変質に気づか

ず， r近代株式会社と私有財産Jの方をステレオ

タイプの「経営者支配」論に引き付けて理解し

てきた。このため，ステレオタイプ化によって

抹消された正当化の問題がマルクス経済学者に

も見えなくなり，論争の問題設定が「誰が，何

に基づいて会社を支配するか」ということに一

面化きれ， I所有と支配の分離」が弁護論の再編

に関わることが見落とされてきたので、ある 58)。
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における訳出と紹介による。

57) パーリ&ミーンズ前掲邦訳書， 1-3頁。また

Berle， The 20 th Century Capitalist Reωlu. 

tion， N ew Y ork， 1954.，桜井信行訳『二十世紀

資本主義革命j(東洋経済新報社， 1956年)，

Berle， The American Economic Rψublic， 

New York， 1963.，晴山英夫訳『財産と権力j(文

具堂， 1980年)， Berle， Property， Production 

and Revolution: A Preface to the Revised 

Edition， The Modern Coψoratio日 andp:円似た

Pro戸が砂， Harcourt， Brace & W orld， N ew 

York， 1968.などにこの傾向が見られる。パー

リ&ミーンズが，しばしば反マルクス主義を標

携していることにも留意すべきであろう。

58) ことに経営者を資本家と規定したり，経営者

の裁量拡大を「経営者の実質的所有」としたり

すると，株式会社の企業者利得の帰属をめぐっ

て資本家的社会意識や法律に正当化の問題が

生じることを看過することになる。前者の例と

して柴垣前掲論文，後者の例として，大内 力

『新しい社会主義像の探求j(労働社会問題研究

セ γター出版局， 1979年〉を参照。また， r経営

( 99 ) 
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その一方で， I誰が，何に基づいて会社を支配

するか」と L、う論争は，巨大株式会社ないし現

代の資本主義をどう性格規定し， どのように変

革するかということと結び付いて繰り広げられ

てきた。それもまた， r近代株式会社と私有財産』

が「階級中立化J論であると不正確に理解され

たことと無縁ではない。しかし，私見では，ノミー

リ&ミーンズが「中立的テクノグラシーJにな

るべきという命題を導出する際に依拠した理論

的前提は， I経営者支配J論のステレオタイプに

も継承されたのである。換言すれば，ここでは

『近代株式会社と私有財産Jの誤りが拡大再生産

されていったのである。次節ではこれを検討す

る。

3. r経営者支配j論と社会変革

ミーリ&ミーンズ流の社会改革が可能である

か否かは， I中立的テクノクラシーJの願望が実

現し得るか否かにかかっている。私見によれば

中立化は幻想に過ぎないが，その理由について

は若干立ち入って考察しなければならない。

既に確認したように，彼らは人聞が無抵抗な

者支配」が階級関係を隠蔽する役割を果たすと

いう議論も，事態の半面については正しいが，

一面的である。例えば柴垣前掲論文は，株式資

本についての「資本利子」の仮象と，経営者が

現象的には労働者として現れることによる，社

長からすべての従業員までを包摂する「労働ー

賃銀」の仮象について述べ，これが階級関係を

隠蔽すると言う。経営者については重要な提起

であるが，株式会社の企業者利得，日常的観念

では大企業の内部留保が「三位一体的定式」で

は神秘化きれないことを見落としていると言

わざるを得ない。パーリ&ミ ンズのジレンマ

は， I所有と支配の分離」が利潤の源泉について

隠蔽を進めるのではなく，逆に破綻させること

を意味しているのである。北原前掲書も， I会社

それ自体」による資本蓄積が階級関係に及ぼす

影響を論じながら，このことに気づいていな
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商品を所有するという関係のみを問題とし，ま

た生産過程を考察対象から除外した。このこと

からして，中立化願望の破綻を予告している。も

ともと資本・賃労働関係を度外視しているので

あるから，利潤動機消滅，すなわち資本関係消

滅の可能性を語れるはずがないのである。

個々の企業においていかに株式が分散しよう

と，直接的生産者に対して生産の諸条件が他人

の所有として対立しているということは何も変

わらない。また，商品経済が発達していること

にも変わりないので，他人の所有というのは商

品所有である。人と人との関係は物と物との関

係としてあらわれ，物の人格化として生産の諸

条件の所有者と労働力の単なる所持者とが相対

している。この条件が再生産されている以上，株

式分散は資本が資本であること自体に触れるも

のではないのである。資本家は資本の人格化で

ある。労働者は，自己の労働力を商品として資

本家に販売することによってのみ，生産諸条件

と結合することができる。彼の剰余労働は，剰

余価債として資本家に取得されるのである。

変化するのは，資本の人格化の仕方であり，資

本家の存在のあり方であり，これに対応する法

的・イデオロギー的構造である。 1YUえば法人格

であり，会社の諸機関であり， r近代株式会社と

私有財産』や「経営者支配」論である。その再

編には，既述のように生産の社会的性格が反映

ぜざるを得ない。しかし，取得は未だ資本主義

的である。剰余価値の第一次的な取得主体が株

式会社となっているのであり，これを前提に株

主，あるいは債権者への分配，また独占段階に

みられる様々な金融収奪が起こる。「中立的テク

ノクラシーj どころではなく，資本は自然、人の

私的所有権の狭い基盤を打破して，一層の搾取，

蓄積を進めていくのである。「公的利益J，I公共

の福祉」を理由とした私的所有権の制限が，社

会改良にも結び付く一方，おおかた資本蓄積に

奉仕するものとなっていることの例証には，今

日でも事欠かない。このことを理解しないパー
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リ&ミーンズの願望は実現不可能であり，資本

主義の改良によって，アメリカ人民の闘争の発

展を資本主義自体の存在を脅かさない程度にと

どめようとする，ニューディールの政治的性格

に符合したイデオロギーだったのである。

従って， I所有と支配の分離」も，この所有が

抽象的関係である限りにおいて，資本関係の存

否に関わるようなものではないと言わねばなら

ない。換言すれば， I所有と支配の分離」や「経

営者支配」現象がいくら生じようと，それ故に

資本関係が消滅することはあり得ないのであ

る。生産様式とこれに対応する生産諸関係の全

面的な分析，ことに生産過程の分析を通じての

み， I他人の，しかし形式的には自由な労働の搾

取に基づく資本主義的私的所有J59) や，社会変

革の問題としての「所有問題J60) を論じること

ができるのである。

にも関わらず，ノミーリ&ミーンズは，個々の

企業における「少数持株支配」を含む「所有と

支配の分離」現象を， I中立的テクノクラシー」

の願望を導き出す根拠とした。社会的表象に安

住し，資本供給の危険負担と企業者活動への報

酬が矛IJ潤であるとしてきた彼らには資本関係が

見えず， I財産・利潤の伝統的論理」崩壊後の「論

理」もまた資本関係の枠内に制約されることが，

理解できなかったのである。

これに対して，従来のマルクス経済学者の「階

級中立化」論批判も，しばしば「経営者支配」論

者と同ーの所有観に引き込まれていたことを，

指摘せざるを得ない。すなわち， I所有と支配の

分離」が出現すると資本主義的私的所有が消滅

59) Marx， a.a.O.， Bd.I， S. 790.，邦訳，第一巻，

第 4分冊， 1304-1305頁。

60) ["フソレジョア的所有関係を廃止することが問

題になっている 19世紀には，所有問題は労働

者階級の死活の問題であるJ，マノレタス「道徳的

批判と批判的道徳J，Marx.Engels， Werke， Bd. 

4， S. 342.，邦訳『マノレタス・エンゲノレス全集.L

大月書広，第 4巻， 359頁。

する，あるいは所有者たる資本家の利潤動機が

経済活動を規定しなくなるという誤った認識で

ある。この認識に基づき，既述のように，最近

の経済的関係重視の傾向が生まれるまでは，マ

ルクス経済学者は個々の企業においても「所有

に基づく支配」のみが存在することを実証し，そ

れをもって資本関係が存続していることの証左

とする方法を主としてとってきた。これが現状

分析としては，金融寡頭制の構造を暴露すると

いう点で，大きな成果を挙げてきたことは確認

しなければならなし、。だが，その弊害もまた次

第に拡大せざるを得なかったので、ある。この方

法をとる限り，マルクス主義の「所有問題」の

原則を擁護しようと意識すればするほど，個々

の企業においても「所有に基づく支配」しかあ

り得ないと主張せざるを得ないのであり，株式

時価発行，金融革新による企業と銀行の関係の

変化，株式持合い，機関所有，経営陣と敵対的

買収を図る株主との対立といった現実のダイナ

ミズムから遊離しがちになったのである。北原

説のような法人所有を重視する議論は，この遊

離の克服を意図していた。しかし，そこでも「資

本の人格化」視点は貫かれなかった。かくて，1所

有と支配」論争においては，マルクス経済学が

生産様式とこれに対応する生産諸関係の分析と

は切り離して「支配」を語り，階級関係を語り，

現代の資本主義を性格規定するとし、う事態が生

じたので、ある。

結びにかえて 論争への提起

以上で分析を終わるが，第 I章で設定した疑

問に対しての回答を総括的に述べれば，以下の

ようになる。

第一に，これまで議論されてきた「所有と支

配の分離」や「所有に基づく支配」は，実は資

本関係の存否に関わるものではなく， I所有問

題」に直結するものでもないということである。

従って，マルクス経済学は従来の意味での「所

1
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有と支配の分離」を否定することを，資本関係

や金融資本の存在証明とする方法に頼るべきで

はない。むしろ，分析対象を株式所有関係の特

別な重視から，生産様式と生産諸関係そのもの

に向け， I経常者支配」論者の所有観が，経済的

関係から切り離された抽象的関係にとらわれた

ものであることを批判しなければならない。株

式持合いや従業員持株制度などを資本関係変質

と描くような議論，極端なものでは株式持合い

は私的所有ではないから日本は資本主義でない

などという議論に対しても，こうした方向での

批判が重要なのである。との点では，経済的関

係重視の金融資本論と L、う展開が積極的な意味

を持っている。

ただし第二に，人聞が無抵抗の商品を所有

するという抽象的関係，法律的関係，資本家酌

社会意識に固有の問題があることも見落として

はならなし、。これこそ，もともとパーリ&ミー

ンズが「所有と支配の分離」のはらむ問題とし

て，資本の側から提起したものだったのである。

この所有関係が作り出す社会意識は，生産の敵

対的性格を糊塗するものであった。しかし，生

産力の発達とともに，社会的生産は自然、人の私

的所有の狭い領域を突破してしまい，この社会

意識もまた株式会社と独占の発達によって突破

される。生産の社会的性格は，今や資本家的社

会意識においても承認されざるを得なくなるの

であり， この新たな観念が，私的利益追求に批

判的であるという矛盾を抱え，社会改良に正当

性を認めながら，なお資本蓄積を促進するよう

に編成されて行くのである。イデオロギー的・

法的構造の再編成のうちに，資本主義の過渡的

性格を読み取る問題である。「誰が会社を支配す

るか」という問題設定の狭さを批判する経済的

関係重視の金融資本論は，このことにも注意を

払い，逆の一面化に陥らぬよう気を付けるべき

であろう O

本稿の考察は，現代の資本主義を分析するに

あたっての準備作業に過ぎない。最後に，本稿
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から導き出される今後の研究課題を列挙し，同

時に「所有と支配」論争への問題提起としたい。

第一に，本稿の議論は，経営・管理技能の複

雑化・専門化から「経営者支配」成立を論じる，

「経営者支配」論のもう一つのシェーマについて

の分析と統ーされねばならない。マルクスやエ

ンゲルスも，株式会社の資本家が生産過程から

退場して，配当の受取と取引所での投機に熱中

する不要な階級と化すことを指摘している

が引にこうした見地は，このシェーマの「経営者

支配」論批判を通じて発展させることができる。

その際には，生産様式とこれに対応する生産諸

関係そのものが分析対象になるのであり，また

経営者についても，管理労働者として，また現

代のより寄生性を強めた階層として考察しなけ

ればならなし、問。特に， r近代株式会社と私有財

産jの場合は， I支配者」が企業活動の担い手と

されているため，寄生的な金融寡頭勢力と現実

的な資本機能の担い手の区別が抹消されるので

61) r資本論Jとその草稿以外では，フリードリ

ヒ=エンゲノレス「必要な社会階級とよけいな社

会階級J， Werke， Bd. 19.，邦訳『マノレFス・エ

ンゲノレス全集』第 19巻，同『空想から科学への

社会主義の発展j， ebd.，邦訳同上などを参照0

62) Burnham， op. cit.， Joseph A. Schumpeter， 

Capita{z:sm， Socialism， and Democra(v， Third 

Edition， N ew York， 1950.，中山伊知郎・烹畑

精 訳『資本主義・社会主義・民主主義y(東洋

経済新報社， 1951年)， Galbraith， The Neω 

lndustrial State， Third Edition， Boston， 

1978.，斉藤精一郎訳『新しい産業国家H講談社

文庫， 1984年)， Alfred D. Chandler， Jr.， The 

Vi・'sibleHa河d:The Manegerial Revolution 

in American Business， Cambridge， Massa. 

chusetts， and London， 1977.，鳥羽欽一郎・小

林袈裟治訳『経営者の時代.!Cダイヤモンド社，

1979年〉などを検討する必要がある。この問題

領域における， ['経営者支配」論も意識した論文

として，佐々木建「企業経営の史的分析と歴史

認識(1)(2) (3)J cr経営研究』第 31巻第 1サ，

第2号，第 3号， 1980年〉がある。
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あるが，本稿は所有の問題に焦点を合わせたた

め，そこには触れられなかった。経営と管理に

ついての経済学・経営学の成果にも学んで，考

察を深めねばならないであろう。

第二に，本稿で具体的に述べられなかった法

的構造の再編成を考察することである。これは

法学の領域に属するものであるが，財産権，特

に株式会社におけるそれなどについての法学的

考察との統一においてこそ， i所有」と「支配」

の関係は明らかにできると思われる63)。法学者

くーリと経済学者ミ ンズが協力して『近代株

式会社と私有財産Jを完成させたことは，批判

者にも学際的共同を要求している。

第三に，資本主義社会における公共性の問題

との関係である。「中立的テクノクラシーに発達

すべき」が資本のイデオロギーの法則的な再編

方向であるのならば，公共性の問題が資本主義

の矛盾の表現として必然的に，国家のみならず、

株式会社との関連でも提起されるということに

なる O 既述の通り，資本は去共性と L、う観念を

発生させながら搾取，蓄積を行うのであるが，こ

うした観念の発生は，国家独占資本主義論や「福

祉国家」論との関係，社会改良を現実化する契

機としての階級闘争との関係においてどう捉え

るべきであろうか。こうした問題は，本稿のよ

うな A 般的な議論から進んで，世界経済や各国

の経済の具体的条件を踏まえて考えねばならな

いであろう。

第四に， これらの問題についての研究を，現

代の資本主義における「所有と支配」の解明，及

び『近代株式会社と私有財産J以降の「経営者

63) 富山康吉{現代資本主義と法の理論Jl (法律文

化社， 1969年)，天野和夫・片岡 昇・長谷川正

安・藤田 勇・渡辺洋三編『マノレタス主義法学

講座第 5巻 ブノレジョア法の基礎理論Jl (日本

評論社， 1980年〉第 1，2. 3章，藤田勇「近

代の所有観と現代の所有問題j(日本評論社，

1989年〉などは，各々見解は異なるものの，問

題領域を共有し得ると思われるつ
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支配j論の系譜分析に生かすことである O その

際には，抽象的な関係としての所有と「支配」の

問題性と「所有問題」を区別し，後者について

は生産様式とこれに対応する生産諸関係の分析

が前提となることを忘れてはならなL、。労働過

程，原材料・製品の取引関係，融資，持株，人

的結合などの世界と各国における具体的様相

を，資本の蓄積様式との関連で解明して行くと

ともに，様々な形態の「経営者支配」論の性格

を歴史的に位置づけていくということである O

例えば，本稿のように『近代株式会社と私有

財産』の歴史的性格を捉える場合，資本主義国

家における財産権を軸とした基本的人権の確立

の度合と様相や，階級聞の力関係によって， i経

営者支配」論のイデオロギー的含意が異なって

来ることを理解し得る。すなわち，i公共の利益J

や「会社それ自体」がイデオロギーとして，ま

た法理として主張される場合でも，その内容が

ニューディールのように， 宇応利潤追求を制限

する建前に立つ場合もあれば，企業の公共性を

もって従業員，地域住民，零細株主，消費者な

どの人権を制限する場合もあり得るからであ

る。資本家的社会意識が生産の社会的性格を承

認することは，資本主義の矛盾の表現であるが，

それが直ちに社会改良に結び付くと見てはなら

ないのである。このことは国家との関わりでは

しばしば議論になるところであるが.実は株式

会社との関連でも問題となるものなのである。

そして， 日本ではともすれば「公共性」や「会

社全体のため」という名目によって，基本的人

権が制限されがちであることを想起すれば，i経

営者支配」論を単なる誤謬とすることなく，そ

のイデオロギー的合意の各国毎の特殊性を解明

することは，きわめて重要と言わねばならない。

また，いわゆる「新保守主義」の台頭以来， i先

進国」の資本主義弁護論の主流は利潤動機とそ

れによる「効率性」の賛美へと傾斜してレる。そ

のため， i経営者支配」論は「福祉問家」論の根

拠としては後景に退いたのであるが，いわゆる
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「株主の短期的利益に左右されたい日本的経営」

論の根拠としては，むしろ脚光を浴びている。

「日本的経営」が， I共同体的企業」において従

業員や経営者を含む「共同体利益」を追求する

ものであるとし，その論拠の一つに， 日本の巨

大企業における株式持合いが株主を弱化させて

いることを挙げる議論は少なくなし、叫。こうし

た議論は， I所有と支配」論争の最新の研究対象

である M&A&Dの隆盛と関連していること

もあり，資本の蓄積様式の歴史的展開を，法的・

イデオロギー的構造のそれと統一的に把握する

ことは，現在の問題を解明していくうえでも重

要であると考えられる。

いずれの問題にしても，資本主義の過渡的性

格が歴史的にどう展開しているかを確認してい

く視点が必要ではないだろうか。この視点が

あってこそ， I所有と支配」論争にマルクス経済

学が取り組む意義は大きくなると，私には思わ

れるのである。

64) 最近の例では中谷巌『転換する日本企業(1990年 2月 6日受理〉

(講談社現代新書. 1987年〕がある。
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